
京都市告示第   号 

 生活保護法第５５条において準用する同法第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「中

国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規

定に基づき，生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等支援法第１４条第２項第３号

に規定する医療支援給付のための施術を担当させる者を，次のとおり指定しました。 

  平成３０年６月１２日 

京都市長 門川大作  

施術者指定 

施術者の氏名 施術所の名称 所  在  地 指定年月日 

真田 昇 のぼる鍼灸院 北区出雲路松ノ下町２４ 平成 30年 5月 

9日 

岡 宏樹 訪問鍼灸マッサージＫＥｉ

ＲＯＷ京都上京区ステーシ

ョン 

上京区上立売通室町西入上立

売町１６番地 

平成 30 年 5 月

21日 

藪内 みかこ アルケル在宅鍼灸マッサー

ジ 

上京区主税町８２６番地２８ 平成 30年 5月 

1日 

園田 祐太 コロコロ鍼灸整骨院 高野

店 

左京区高野西開町５４ 平成 30 年 5 月

15日 

下野 隆幸 青山鍼灸整骨院 中京区聚楽廻東町３－２０ 平成 30年 5月 

8日 

前川 陽三 もりまえ接骨院 中京区壬生森前町２３－２１ 平成 30 年 5 月

30日 

田中 翔吾 在宅マッサージ楽楽 山科区竹鼻竹ノ街道町５６ 

エクセレント山科３０３ 

平成 30 年 5 月

21日 

金 錫奎 はちじょう鍼灸整骨院 下京区七条御所ノ内本町 

１００ 

平成 30年 4月 

1日 

面 実奈 フレミル訪問マッサージ 南区東九条西山町１９ ベル

クローチュ６０３ 

平成 30 年 5 月

23日 

加藤 博 フレミル訪問マッサージ 南区東九条西山町１９ ベル

クローチュ６０３ 

平成 30 年 5 月

23日 

１４２



施術者の氏名 施術所の名称 所  在  地 指定年月日 

山口 恵歩 ＢＬＲＯＳ接骨院 西京区下津林楠町３７－２１ 平成 30 年 4 月

23日 

入江 秀晃 株式会社アイ・サポート 西京区上桂三ノ宮町９９－３ 平成 30 年 4 月

30日 

大西 奉 在宅マッサージ治療院オネ

スト 

伏見区深草西浦町１－４０  

アヴォンリー１Ｆ 

平成 30 年 5 月

20日 

森 康博 醍醐さくら整骨院 伏見区醍醐大構町１０－４ 平成 30 年 4 月

27日 

                        （保健福祉局生活福祉部生活福祉課） 


